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(57)【要約】
【課題】モバイル端末の使用場所に制約されず電界強度
調査を実現できる広域電界強度調査方法を提供。
【解決手段】モバイル端末10上の測位機能および電界強
度測定機能を使い、モバイルサービス利用者がモバイル
端末10の利用中に、そのバックグラウンドでそのモバイ
ル端末10を使って自動的に電界強度調査し、その情報デ
ータをセンタサーバ40に収集する。また、センタサーバ
40に蓄積した電界強度調査結果を使用して、移動すべき
方向の指針をモバイル端末10の発光表示機能を使って利
用者に示唆する。これによって、使用場所の制約を受け
ずに電界強度調査を実現でき、また、モバイルサービス
利用者にモバイル通信サービスを連続して提供できる。
【選択図】図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置測定機能および方位検出機能を有するモバイル端末と、該モバイル端末と無線通信
を行なう広域に設置された複数の無線通信アクセスポイントと、該複数のアクセスポイン
トを接続するネットワークと、該ネットワークに接続されたセンタサーバとを含むモバイ
ル通信システムを用いた電界強度調査システムにおいて、前記モバイル端末は、
　起動時および所定の時間毎に、該モバイル端末の位置および向いている方向を測定し、
測位結果を生成する測位部と、
　前記アクセスポイントからの電波の電界強度の測定を行なう電界強度測定部と、
　該電界強度の測定値が所定の設定値より大きいか否かを判定する電界強度判定部と、
　該電界強度の判定結果が大きくない場合に、前記測位結果および電界強度値を蓄積する
蓄積部と、
　前記電界強度の判定結果が大きい場合に、前記測位結果および電界強度値、ならびに前
記蓄積されていた測位結果および電界強度値を前記センタサーバに送信する測定値送信部
とを含み、
　前記電界強度結果が所定の設定値より大きい場合、前記モバイル端末により測定された
測位結果および電界強度結果を前記センタサーバに送信し、また、前記電界強度結果が前
記所定の設定値より大きくない場合には、前記測定された測位結果および電界強度結果を
蓄積し、その後の測定で前記電界強度結果が前記所定の設定値より大きくなると、前記セ
ンタサーバに送信することを特徴とする電界強度調査システム。
【請求項２】
　請求項1に記載のシステムにおいて、前記センタサーバは、
　前記モバイル端末からの前記測位結果および電界強度値を含むデータを受信する受送信
部と、
　該受信したデータに含まれる測位結果および電界強度値に受信時刻を付加して電界強度
管理データを作成する電界強度管理データ作成部と、
　地図上のエリアを矩形からなる区分エリアに区分し、該区分エリア毎に複数のアクセス
ポイントからの電波の電界強度を管理する有効エリア管理データを有効エリア管理表デー
タとして前記電界強度管理データから作成する有効エリア管理表データ作成部と、
　該電界強度管理データおよび有効エリア管理表データを記憶する記憶部とを含み、
　前記モバイル端末からのデータを受信後、前記受信データに受信時刻を付加して前記電
界強度管理データとしてモバイル端末毎に管理し、記憶するとともに、前記区分エリア毎
に前記複数のアクセスポイントからの電波の電界強度を有効エリア管理表データとして管
理し、記憶することを特徴とする電界強度調査システム。
【請求項３】
　請求項2に記載のシステムにおいて、前記有効エリア管理表データ作成部は、前記有効
エリア管理表データを所定の期間別に作成することを特徴とする電界強度調査システム。
【請求項４】
　位置測定機能、方位検出機能および可視表示機能を有するモバイル端末と、該モバイル
端末と無線通信を行なう広域に設置された複数の無線通信アクセスポイントと、該複数の
アクセスポイントを接続するネットワークと、該ネットワークに接続されたセンタサーバ
とを含むモバイル通信システムを用いた電界強度調査システムにおいて、前記モバイル端
末は、
　起動時および第1の所定の時間毎に、該モバイル端末の位置および向いている方向を測
定し、測位結果を生成する測位部と、
　前記アクセスポイントからの電波の電界強度の測定を行なう電界強度測定部と、
　該電界強度の測定値が所定の設定値より大きいか否かを判定する電界強度判定部と、
　該電界強度の判定結果が大きくない場合に、前記測位結果および電界強度値を蓄積する
蓄積部と、
　前記電界強度の判定結果が大きい場合に、前記測位結果および電界強度値、ならびに前
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記蓄積されていた測位結果および電界強度値を前記センタサーバに送信する測定値送信部
と、
　起動時および第2の所定の時間毎に、前記測位部により測位された該モバイル端末の位
置および該モバイル端末が向いている方向のデータと端末別有効エリア管理表データの送
信要求を前記センタサーバに送信する送信要求データ送信部と、
　該送信された送信要求より該センタサーバが生成するNxN個（ここでNは奇数の自然数）
の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表データを受信する端末別有効エリア管理表
データ受信部と、
　該端末別有効エリア管理表データよりNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管
理表を再生成する端末別有効エリア管理表再生成部と、
　該NxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表をMxM個（ここでMは（N＋1）／2
に等しい）の区分エリアからなる大区分エリアに4分割し、それぞれの大区分エリアの重
心およびベクトル値を算出する大区分エリア重心ベクトル算出部と、
　それぞれの大区分エリア毎に大区分エリア内のそれぞれの区分エリアに存する最大電界
強度値を加算して電界強度総和値を算出する電界強度総和算出部と、
　それぞれの大区分エリア毎に前記ベクトル値と前記電界強度総和値とを掛け合わせて評
価値を算出する評価値算出部と、
　それぞれの大区分エリア毎に算出した評価値が、評価値の最大から最小までを所定数の
段階に分割された段階レベルのどの段階レベルに存するかを判定する評価値判定部と、
　それぞれの大区分エリア毎に判定された段階レベルに対応する表示色を決定する表示色
決定部と、
　それぞれの段階レベルに対応した表示色をそれぞれの大区分エリアに対応して可視表示
する表示部とを含み、
　前記電界強度結果が所定の設定値より大きい場合、前記モバイル端末により測定された
測位結果および電界強度結果を前記センタサーバに送信し、また、前記電界強度結果が前
記所定の設定値より大きくない場合には、前記測定された測位結果および電界強度結果を
蓄積し、その後の測定で前記電界強度結果が前記所定の設定値より大きくなると、前記セ
ンタサーバに送信し、
　前記モバイル端末で測位された位置および方向のデータと前記端末別有効エリア管理表
データの送信要求を前記センタサーバに送信し、該データを基に該センタサーバが作成す
る前記モバイル端末用の有効エリア管理表である端末別有効エリア管理表を前記センタサ
ーバより取得し、前記大区分エリア毎に前記ベクトル値、電界強度総和値および評価値を
算出し、該評価値が存する段階レベルを決定し、該決定された段階レベルに対応する表示
色を決定し、該決定されたそれぞれの表示色をそれぞれの大区分エリアに対応して可視表
示部に表示し、
　これによって、前記生成された有効エリア管理表データより前記モバイル端末の継続利
用可能の方向を示唆する表示を該モバイル端末上に行なうことを特徴とする電界強度調査
継続利用方向誘導システム。
【請求項５】
　請求項４に記載のシステムにおいて、前記センタサーバは、
　前記モバイル端末からの測位データおよび送信要求を受信する送信要求データ受信部と
、
　該受信した測位データから前記NxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表を
生成する端末別有効エリア管理表生成部と、
　該端末別有効エリア管理表のデータを前記モバイル端末に送信する端末別有効エリア管
理表データ送信部とを含み、
　端末別有効エリア管理表の生成に際して、前記有効エリア管理表の中心の区分エリアが
前記モバイル端末の位置する区分エリアであり、かつ該モバイル端末が現在向いている方
向が端末別有効エリア管理表の下辺から上辺に向かう方向ベクトルと一致するように生成
し、該生成された端末別有効エリア管理表データを前記モバイル端末に送信することを特
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徴とする電界強度調査継続利用方向誘導システム。
【請求項６】
　モバイル端末で測定したデータをモバイル通信にてセンタサーバに送付し、アクセスポ
イントからの電波の電界強度を管理する電界強度調査方法において、該方法は、
　前記モバイル端末の位置および向いている方向を測定し、測位結果を生成する第1の工
程と、
　前記アクセスポイントからの電波の電界強度の測定を行なう第2の工程と、
　該電界強度の測定値が所定の設定値より大きいか否かを判定する第3の工程と、
　前記電界強度の判定結果が大きくない場合に、前記測位結果および電界強度値を蓄積す
る第4の工程と
　前記電界強度の判定結果が大きい場合に、前記測位結果および電界強度値、ならびに前
記蓄積されていた測位結果および電界強度値をセンタサーバに送信する第5の工程とを含
み、
　第1の工程ないし第5の工程を起動時および所定の時間毎に行なうことを特徴とする電界
強度調査継続利用方向誘導方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、該方法は、前記センタサーバにおいて、
　前記モバイル端末からのデータを受信する第6の工程と、
受信したデータである測位結果および電界強度値に受信時刻を付加して電界強度管理デー
タを作成する第7の工程と、
　地図上のエリアを矩形からなる区分エリアとして区分し該区分エリア毎に複数のアクセ
スポイントからの電波の電界強度を管理する有効エリア管理データを前記電界強度管理デ
ータから作成する第8の工程と、
　該電界強度管理データおよび有効エリア管理データを記憶する第9の工程とを含み、
　前記モバイル端末からのデータを受信後、前記受信データに受信時刻を付加して前記電
界強度管理データとしてモバイル端末毎に管理し、記憶するとともに、前記区分エリア毎
に前記複数のアクセスポイントからの電波の電界強度を有効エリア管理データとして管理
し、記憶することを特徴とする電界強度調査方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記第8の工程は、前記有効エリア管理データを所定
の期間別に作成することを特徴とする電界強度調査方法。
【請求項９】
　モバイル端末で測定したデータをモバイル通信にてセンタサーバに送付し、アクセスポ
イントからの電波の電界強度を管理する電界強度調査継続利用方向誘導方法において、該
方法は、
　前記モバイル端末の位置および向いている方向を測定し、測位結果を生成する第1の工
程と、
　前記アクセスポイントからの電波の電界強度の測定を行なう第2の工程と、
　該電界強度の測定値が所定の設定値より大きいか否かを判定する第3の工程と、
　前記電界強度の判定結果が大きくない場合に、前記測位結果および電界強度値を蓄積す
る第4の工程と、
　前記電界強度の判定結果が大きい場合に、前記測位結果および電界強度値、ならびに前
記蓄積されていた測位結果および電界強度値をセンタサーバに送信する第5の工程と、
　起動時および第1の所定の時間毎に、前記測位された前記モバイル端末の位置および該
モバイル端末が向いている方向のデータおよび前記端末別有効エリア管理表データの送信
要求を前記センタサーバに送信する第6の工程と、
　該送信された端末別有効エリア管理表データの送信要求データより前記センタサーバが
生成するNxN個（ここでNは奇数の自然数）の区分エリアからなる有効エリア管理表データ
を受信する第7の工程と、
　該有効エリア管理表データよりNxN個の区分エリアからなる有効エリア管理表を再生成



(5) JP 2008-241663 A 2008.10.9

10

20

30

40

50

する第8の工程と、
　該NxN個の区分エリアからなる有効エリア管理表をMxM個（ここでMは（N＋1）／2に等し
い）の区分エリアからなる大区分エリアに4分割し、それぞれの大区分エリアの重心およ
びベクトル値を算出する第9の工程と、
　それぞれの大区分エリア毎に大区分エリア内のそれぞれの区分エリアに存する最大電界
強度値を加算して電界強度総和値を算出する第10の工程と、
　それぞれの大区分エリア毎に前記ベクトル値と前記電界強度総和値とを掛け合わせて評
価値を算出する第11の工程と、
　それぞれの大区分エリア毎に算出した評価値が、評価値の最大から最小までを所定数の
段階に分割された段階レベルのどの段階レベルに存するかを判定する第12の工程と、
　それぞれの大区分エリア毎に判定された段階レベルに対応する表示色を決定する第13の
工程と、
　それぞれの段階レベルに対応した表示色をそれぞれの大区分エリアに対応した発光素子
で表示する第14の工程とを含み、
　第1の工程ないし第5の工程を起動時および所定の時間毎に行ない、
　前記モバイル端末で測位された位置および方向のデータを基に前記有効エリア管理表を
取得し、大区分エリアに4分割し、大区分エリア毎にベクトル値と電界強度総和値および
評価値を算出し、該評価値が存する段階レベルを決定し、該決定された段階レベルに対応
する表示色を決定し、該決定されたそれぞれの表示色をそれぞれの大区分エリアに対応し
て可視表示し、
　これによって、前記生成された端末別有効エリア管理表データより前記モバイル端末の
継続利用可能の方向を示唆する表示を該モバイル端末上に行なうことを特徴とする電界強
度調査継続利用方向誘導方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法において、該方法は、前記センタサーバにおいて、
　前記モバイル端末からの端末別有効エリア管理表データの送信要求データを受信する第
15の工程と、
　該受信した送信要求データからNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表を
生成する第16の工程と、
　該端末別有効エリア管理表のデータを前記モバイル端末に送信する第17の工程とを含み
、
　端末別有効エリア管理表の生成に際して、前記有効エリア管理表の中心の区分エリアが
前記モバイル端末の位置する区分エリアであり、かつ該モバイル端末が現在向いている方
向が端末別有効エリア管理表の下辺から上辺に向かう方向ベクトルと一致するように生成
し、該生成された端末別有効エリア管理表データを前記モバイル端末に送信することを特
徴とする電界強度調査継続利用方向誘導方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界強度調査システム、より具体的には、無線通信事業者が行なう広域での
電界強度調査において、モバイル端末が有する測位機能や電界強度測定機能により無線サ
ービス運用中に自動的に電界状況を収集するシステムおよび方法に関するものである。本
発明はまた、無線サービスを受けるモバイルサービス利用者がサービスを継続して受け続
けるにはどの方向に移動するのがよいかについて、電界強度調査結果を使って誘導する電
界強度調査継続利用方向誘導システムおよび方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、広域での電界強度調査、いわゆる広域サイトサーベイの作業は非常に労力やコ
ストがかかる。例えば、第三世代（3G）携帯電話事業などの電波を使った広域ブロードバ
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ンドサービスでは、調査すべき範囲が大変広い。
【０００３】
　こうした状況の中で、ある携帯電話事業者では、ユーザから接続できない報告をインタ
ーネットの問合せ窓口で受け、住所、つながらない時間帯、その時の状況等のデータを集
計するなどの手法を採用して、電界強度調査を行なっている。
【０００４】
　広域での電界強度調査については従来、さまざまな技術が開示されている。例えば、特
開2006-125951号公報（特許文献１）には、台車に測定装置を積んで電界強度調査を実現
する技術が開示されている。さらに、無線サービスを受けるモバイルサービス利用者がサ
ービスを継続して受け続けるにはどの方向に移動すればよいかを誘導する技術が望まれて
いた。この技術については、例えば、特開2005-274433号公報（特許文献２）には、車載
ナビゲーション装置の技術が開示されている。これは、道路上を誘導予定の交差点までの
距離を表示セグメント数の変化により進行方向に対する距離として利用者に伝えるもので
ある。
【特許文献１】特開2006-125951号公報
【特許文献２】特開2005-274433号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、このような従来の方法では、広域での充分な電界強度調査はできなかった。例
えば、特許文献１の方法では、調査範囲が公道であれば測定器を持ちながら調査すること
も可能であるが、私有地の場合、勝手に入り込んで調査することはできない。また、この
方法は、無線の対象が無線LAN（ローカルエリアネットワーク）などの狭い無線通信領域
を対象としている。そのため、広域の電界強度を調査できないこと、および複数の測定装
置を使っての同時測定ができないことなどのため、広域での充分な電界強度調査ができな
いという課題があった。
【０００６】
　また、もうひとつの局面である経路誘導方式については、特許文献２の方法では、誘導
予定の交差点までの距離を表示セグメント数を変化させることにより進行方向の道に沿っ
た方向における距離を利用者に表示する。そのため、どの方向に進めばよいかを示すもの
ではなかった。
【０００７】
　本発明は、このような課題に鑑み、モバイルサービス利用者が立ち入れるエリアであれ
ば、その私有地であれどこでも電界強度調査を実現できる広域電界強度調査システムおよ
び方法を提供することを目的とする。
【０００８】
　本発明はまた、モバイルサービス利用者にモバイル通信サービスを連続して提供できる
ように利用者の移動すべき方向の指針を示唆する電界強度調査継続利用方向誘導システム
および方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、モバイル端末上の測位機能および電界強度測定機能を使い、モバイルサービ
ス利用者がモバイル端末利用中に、そのバックグラウンドでシステムがそのモバイル端末
を使って自動的に自端末の位置、方向および電界強度を測定し、その情報データをセンタ
サーバに蓄積し管理する。これにより、モバイルサービス利用者が立ち入れるエリアであ
れば、私有地を含めどこでも電界強度調査を実現できる。
【００１０】
　本発明はまた、モバイルサービス利用者にモバイル通信サービスを連続して提供できる
ように、このセンタサーバに蓄積した電界強度調査結果を使用して、利用者がどちらの方
向に移動すればサービスを受け続けることができるかを、すなわち、移動すべき方向の指
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針をモバイル端末の発光機能を使って利用者に示唆する。
【００１１】
　本発明によれば、位置測定機能および方位検出機能を有するモバイル端末と、モバイル
端末と無線通信を行なう広域に設置された複数の無線通信アクセスポイントと、複数のア
クセスポイントを接続するネットワークと、ネットワークに接続されたセンタサーバとを
含むモバイル通信システムを用いた電界強度調査システムにおいて、モバイル端末は、起
動時および所定の時間毎にモバイル端末の位置および向いている方向を測定し測位結果を
生成する測位部と、アクセスポイントからの電波の電界強度の測定を行なう電界強度測定
部と、電界強度の測定値が所定の設定値より大きいか否かを判定する電界強度判定部と、
電界強度の判定結果が大きくない場合に、測位結果および電界強度値を蓄積する蓄積部と
、電界強度の判定結果が大きい場合に、測位結果および電界強度値、ならびに蓄積されて
いた測位結果および電界強度値をセンタサーバに送信する測定値送信部とを含み、電界強
度結果が所定の設定値より大きい場合、モバイル端末により測定された測位結果および電
界強度結果をセンタサーバに送信し、また、電界強度結果が所定の設定値より大きくない
場合には、測定された測位結果および電界強度結果を蓄積し、その後の測定で電界強度結
果が所定の設定値より大きくなると、センタサーバに送信する。
【００１２】
　さらに、このような電界強度調査システムにおいて、センタサーバは、モバイル端末か
らの測位結果および電界強度値を含むデータを受信する受送信部と、受信したデータに含
まれる測位結果および電界強度値に受信時刻を付加して電界強度管理データを作成する電
界強度管理データ作成部と、地図上のエリアを矩形からなる区分エリアに区分し、区分エ
リア毎に複数のアクセスポイントからの電波の電界強度を管理する有効エリア管理データ
を有効エリア管理表データとして電界強度管理データから作成する有効エリア管理表デー
タ作成部と、電界強度管理データおよび有効エリア管理表データを記憶する記憶部とを含
み、モバイル端末からのデータを受信後、受信データに受信時刻を付加して電界強度管理
データとしてモバイル端末毎に管理し、記憶するとともに、区分エリア毎に複数のアクセ
スポイントからの電波の電界強度を有効エリア管理表データとして管理し、記憶する。
【００１３】
　本発明によればまた、このような電界強度調査システムで生成された有効エリア管理表
データよりモバイル端末の継続利用可能の方向を示唆する表示をモバイル端末上に行なう
電界強度調査継続利用方向誘導システムにおいて、モバイル端末は、可視表示機能も有し
、起動時および第2の所定の時間毎に測位部により測位されたモバイル端末の位置および
モバイル端末が向いている方向のデータと端末別有効エリア管理表データの送信要求をセ
ンタサーバに送信する送信要求データ送信部と、送信された送信要求よりセンタサーバが
生成するNxN個（ここでNは奇数の自然数）の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表
データを受信する端末別有効エリア管理表データ受信部と、端末別有効エリア管理表デー
タよりNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表を再生成する端末別有効エリ
ア管理表再生成部と、NxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表をMxM個（ここ
でMは（N＋1）／2に等しい）の区分エリアからなる大区分エリアに4分割し、それぞれの
大区分エリアの重心およびベクトル値を算出する大区分エリア重心ベクトル算出部と、そ
れぞれの大区分エリア毎に大区分エリア内のそれぞれの区分エリアに存する最大電界強度
値を加算して電界強度総和値を算出する電界強度総和算出部と、それぞれの大区分エリア
毎にベクトル値と電界強度総和値とを掛け合わせて評価値を算出する評価値算出部と、そ
れぞれの大区分エリア毎に算出した評価値が、評価値の最大から最小までを所定数の段階
に分割された段階レベルのどの段階レベルに存するかを判定する評価値判定部と、それぞ
れの大区分エリア毎に判定された段階レベルに対応する表示色を決定する表示色決定部と
、それぞれの段階レベルに対応した表示色をそれぞれの大区分エリアに対応して可視表示
する表示部とを含み、電界強度結果が所定の設定値より大きい場合、モバイル端末により
測定された測位結果および電界強度結果をセンタサーバに送信し、また、電界強度結果が
所定の設定値より大きくない場合には、測定された測位結果および電界強度結果を蓄積し
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、その後の測定で電界強度結果が所定の設定値より大きくなると、センタサーバに送信し
、モバイル端末で測位された位置および方向のデータと端末別有効エリア管理表データの
送信要求をセンタサーバに送信し、データを基にセンタサーバが作成するモバイル端末用
の有効エリア管理表である端末別有効エリア管理表をセンタサーバより取得し、大区分エ
リア毎にベクトル値、電界強度総和値および評価値を算出し、評価値が存する段階レベル
を決定し、決定された段階レベルに対応する表示色を決定し、決定されたそれぞれの表示
色をそれぞれの大区分エリアに対応して可視表示部に表示する。
【００１４】
　また、このような電界強度調査継続利用方向誘導システムにおいて、センタサーバは、
モバイル端末からの測位データおよび送信要求を受信する送信要求データ受信部と、受信
した測位データからNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表を生成する端末
別有効エリア管理表生成部と、端末別有効エリア管理表のデータをモバイル端末に送信す
る端末別有効エリア管理表データ送信部とを含み、端末別有効エリア管理表の生成に際し
て、有効エリア管理表の中心の区分エリアがモバイル端末の位置する区分エリアであり、
かつモバイル端末が現在向いている方向が端末別有効エリア管理表の下辺から上辺に向か
う方向ベクトルと一致するように生成し、生成された端末別有効エリア管理表データをモ
バイル端末に送信する。
【００１５】
　さらに、本発明によれば、モバイル端末で測定したデータをモバイル通信にてセンタサ
ーバに送付し、アクセスポイントからの電波の電界強度を管理する電界強度調査方法は、
モバイル端末の位置および向いている方向を測定し、測位結果を生成する第1の工程と、
アクセスポイントからの電波の電界強度の測定を行なう第2の工程と、電界強度の測定値
が所定の設定値より大きいか否かを判定する第3の工程と、電界強度の判定結果が大きく
ない場合に、測位結果および電界強度値を蓄積する第4の工程と、電界強度の判定結果が
大きい場合に、測位結果および電界強度値、ならびに蓄積されていた測位結果および電界
強度値をセンタサーバに送信する第5の工程とを含み、第1の工程ないし第5の工程を起動
時および所定の時間毎に行なう。
【００１６】
　本発明によれば、さらに、このような電界強度調査方法において、センタサーバは、モ
バイル端末からのデータを受信する第6の工程と、受信したデータである測位結果および
電界強度値に受信時刻を付加して電界強度管理データを作成する第7の工程と、地図上の
エリアを矩形からなる区分エリアとして区分し区分エリア毎に複数のアクセスポイントか
らの電波の電界強度を管理する有効エリア管理データを電界強度管理データから作成する
第8の工程と、電界強度管理データおよび有効エリア管理データを記憶する第9の工程とを
実行し、モバイル端末からのデータを受信後、受信データに受信時刻を付加して電界強度
管理データとしてモバイル端末毎に管理し、記憶するとともに、区分エリア毎に複数のア
クセスポイントからの電波の電界強度を有効エリア管理データとして管理し、記憶する。
【００１７】
　また、本発明によれば、モバイル端末で測定したデータをモバイル通信にてセンタサー
バに送付し、アクセスポイントからの電波の電界強度を管理する電界強度調査継続利用方
向誘導方法は、起動時および第1の所定の時間毎に、測位されたモバイル端末の位置およ
びモバイル端末が向いている方向のデータおよび端末別有効エリア管理表データの送信要
求をセンタサーバに送信する第6の工程と、送信された端末別有効エリア管理表データの
送信要求データよりセンタサーバが生成するNxN個の区分エリアからなる有効エリア管理
表データを受信する第7の工程と、有効エリア管理表データよりNxN個の区分エリアからな
る有効エリア管理表を再生成する第8の工程と、NxN個の区分エリアからなる有効エリア管
理表をMxM個の区分エリアからなる大区分エリアに4分割し、それぞれの大区分エリアの重
心およびベクトル値を算出する第9の工程と、それぞれの大区分エリア毎に大区分エリア
内のそれぞれの区分エリアに存する最大電界強度値を加算して電界強度総和値を算出する
第10の工程と、それぞれの大区分エリア毎にベクトル値と電界強度総和値とを掛け合わせ
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て評価値を算出する第11の工程と、それぞれの大区分エリア毎に算出した評価値が、評価
値の最大から最小までを所定数の段階に分割された段階レベルのどの段階レベルに存する
かを判定する第12の工程と、それぞれの大区分エリア毎に判定された段階レベルに対応す
る表示色を決定する第13の工程と、それぞれの段階レベルに対応した表示色をそれぞれの
大区分エリアに対応した発光素子で表示する第14の工程とを含み、モバイル端末で測位さ
れた位置および方向のデータを基に有効エリア管理表を取得し、大区分エリアに4分割し
、大区分エリア毎にベクトル値と電界強度総和値および評価値を算出し、評価値が存する
段階レベルを決定し、決定された段階レベルに対応する表示色を決定し、決定されたそれ
ぞれの表示色をそれぞれの大区分エリアに対応して可視表示し、これによって、生成され
た端末別有効エリア管理表データよりモバイル端末の継続利用可能の方向を示唆する表示
をモバイル端末上に行なう。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、電界強度調査は、モバイル端末上の測位機能および電界強度測定機能
を使い、モバイル通信サービス利用者がモバイル端末利用中に、そのバックグラウンドで
そのモバイル端末が自動的に電界強度を調査し、その情報データをセンタサーバに送信し
センタサーバに蓄積し管理する。このため、モバイル通信サービス利用者が立ち入れるエ
リアであれば、私有地を含めどこの場所であっても、安価に多重に即時性のある電界強度
調査を実現できる。また、モバイル端末から利用者情報を一切送らないので、利用者の個
人情報を保護できる。さらに、有効エリア管理表データから、年単位、月単位、週単位な
どの所定の期間単位に電界強度の変化を見ることができる。このため、アクセスポイント
の故障の発見が容易になり、保守性を向上させることができる。
【００１９】
　本発明によればまた、モバイル通信サービス利用者にモバイル通信サービスを連続して
提供できるように、このセンタサーバに蓄積した電界強度調査結果を使用して、利用者が
どちらの方向に移動すればサービスを受け続けることができるかを、すなわち移動すべき
方向の指針をモバイル端末の発光機能を使って利用者に示唆することができる。これによ
り、利用者はその示唆された方向に進めば通話を継続して行なうことが可能となり、通話
中断などを回避できる。
【００２０】
　本発明は、例えば、自動車電話サービスや携帯電話サービスなどのモバイル端末を移動
しながら使う広域モバイル通信の分野において、とりわけ有利に適用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　次に、添付図面を参照して、本発明による広域の電界強度調査システムすなわち広域サ
イトサーベイシステムの実施例の構成を詳細に説明する。図１には、本発明による電界強
度調査システムの実施例が構成図で示されている。
【００２２】
　本実施例の電界強度調査システムは、自己の位置測定機能、方位検出機能、カラー発光
表示機能を有するモバイル端末10と、モバイル端末10と無線通信を行なう広域に設置され
た複数の無線通信アクセスポイント（AP）30と、複数のアクセスポイント30を接続するネ
ットワーク50と、ネットワーク50に接続されて複数アクセスポイント30およびモバイル端
末10等を管理するセンタサーバ40とからなる。ネットワーク50は有線、無線のどちらでも
よい。アクセスポイント30は、全地球測位システム（Global Positioning System: GPS）
などの測位機能が装備され、その設置位置を正確に測定できる。なお、設置位置を正確に
示すことが可能なら、GPSによる測位機能は、なくてもよい。モバイル端末10は、利用者
が有するものであり、本実施例では、GPS等の測位機能、地磁気センサなどの方位検出機
能、およびカラー発光ダイオード（LED）などの発光表示機能が装備されている。可視表
示機能について、本発明は、このような発行表示に制限されず、液晶表示素子などの反射
型表示機能にも、勿論、適用可能である。



(10) JP 2008-241663 A 2008.10.9

10

20

30

40

50

【００２３】
　図１はまた、アクセスポイント30から発信された電波を所定の設定値以上の電界強度値
で受信できるエリア、すなわちサービスエリアがアクセスポイント30を中心とした円31と
して上から見た図で表わされている。利用者は、この円31内でモバイル通信サービスを受
けることができる。アクセスポイント30の設置は、サービスが連続して提供できるように
、複数の円31が部分的に重なり合うように配置される。通常、人口密集地を中心にアクセ
スポイント30が配置される。人口密集地でない場合は、円31エリアがとびとびに配置され
たり、または、全く円31エリアが無くモバイル通信サービスが提供されない場所も存存す
る。図２には、モバイル端末の機能ブロックの構成を示す。
【００２４】
　本実施例は、二つの主要な特徴を含んでいる。一つ特徴は、モバイル端末を使った電界
強度調査であり、もう一つの特徴は、この電界強度調査結果から利用者が移動すべき方向
の指針を発光表示素子で表示し、利用者を誘導する継続利用方向誘導である。図２にモバ
イル端末10の構成と機能を示すが、その詳細は、この2つの特徴について図３および図11
を参照してそれぞれ説明する。
【００２５】
　先ずは、本実施例の一つ目の特徴である電界強度調査時の構成について説明する。この
場合、モバイル端末10は、図３に示すように、アンテナ11、受発信部12、測位部13、電界
強度測定部14、電界強度判定部15、蓄積保存部16および測定値送信部17を使用する。アン
テナ11は、電波の発信受信機能を有する。受発信部12は、受信の場合、アンテナ11で受信
した電波を電気信号に変換し、受信信号データとして一時保存する。発信の場合は、送信
信号データを電気信号に変換し、アンテナ11から電波として発信する。
【００２６】
　測位部13は、GPSなどの測位機能や地磁気センサなどの方位検出機能を有する。測位部1
3はまた、端末10の位置と方向の測定データを一時保存する。電界強度測定部14は、受信
した電波の電界強度を測定し、電界強度値として一時保存する電界強度測定機能を有する
。電界強度判定部15は、測定された電界強度値が所定の設定値（閾値）より大きいか小さ
いかを判定する。蓄積保存部16は、電界強度の判定結果が小さい場合に測位結果と電界強
度値を蓄積保存する機能を有する。測定値送信部17は、電界強度の判定結果が大きい場合
に、測位結果と電界強度値、および蓄積保存されていた測位結果と電界強度値を受発信部
12を経由してセンタサーバ40に送信する機能を有する。
【００２７】
　センタサーバ40は、図４に示すように、受送信部42、電界強度管理データ作成部43、有
効エリア管理データ作成部44、記憶部45、および記憶装置41から構成される。記憶装置41
は、サーバ40のデータベース（DB）を形成している。受送信部42は、モバイル端末10より
送られる測位結果と電界強度値をアクセスポイント30およびネットワーク50を経由して受
信する機能を有する。電界強度管理データ作成部43は、受信部42で受信した測位結果と電
界強度値からモバイル端末10毎の電界強度を管理する電界強度ログ表（図５）を作成する
機能を有する。電界強度ログ表のデータは、本実施例では次のデータ項目を含む。
・どのアクセスポイント30の信号を受けたかのデータ（アクセスポイント名）
・測位地点データ
・その信号を受けた時に進んでいた方向（端末10の方向）
・その信号を受けた時の電界強度値
・センタサーバ40が受信した時刻
・モバイル端末10の種類（具体的にはカーナビゲーション端末や携帯情報端末（Personal
 Digital Assistant: PDA）、携帯電話機等）。
【００２８】
　有効エリア管理データ作成部44は、受信部42で受信した測位結果と受信部42で受信した
測位結果と電界強度値から区分エリア毎にアクセスポイント毎の平均電界強度値を示す有
効エリア管理表（図６および図７）を作成する機能を有する。区分エリアは、図６に示す
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通り地図上の各エリアを矩形（本実施例では20x20m四方ぐらい）で区分したものであり、
たとえば北を上部にするように区分される。電界強度値は通常、デシベルで表現するが、
以降の説明では単位なしの数値で表す。本実施例では、電界強度値を0から5の6段階で表
現する。0ならば接続不可、5ならば最高の接続状態であることを示す。
【００２９】
　図７には、本日の平均電界強度値のみを表示しているが、同様のデータ形式で、たとえ
ば過去1年、過去1ケ月、過去1週間などの所定の期間における平均電界強度値を示すそれ
ぞれの有効エリア管理表が作成される。記憶部45は、電界強度管理データ作成部43で作成
した電界強度ログ表、および有効エリア管理データ作成部44で作成した有効エリア管理表
を記憶装置41上に記憶する機能を有する。
【００３０】
　次に、本実施例の二つ目の特徴である継続利用方向誘導時の構成について説明する。先
ずは、継続利用方向誘導時のモバイル端末10側の構成について説明する。この時のモバイ
ル端末10は、図11に示すようにアンテナ11、受発信部12および測位部13の他に、送信要求
データ送信部20、端末別有効エリア管理表データ受信部21、端末別有効エリア管理表再生
成部22、大区分エリア重心ベクトル算出部23、アクセスポイント別電界強度総和値算出部
24、評価値算出部25、評価値判定部26、表示色決定部27、発光表示部28および発光表示素
子29を使用する。これらの図において、同様の構成要素は同じ参照符号で示し、重複説明
を避ける。
【００３１】
　送信要求データ送信部20は、センタサーバ40に端末別有効エリア管理表データを送信す
るよう要求する送信要求データを送信する機能を有する。端末別有効エリア管理表データ
受信部21は、モバイル端末10より送信された送信要求よりセンタサーバ40が生成するNxN
個（ここでNは奇数の自然数を表す）の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表デー
タをセンタサーバ30より受信する。端末別有効エリア管理表再生成部22は、端末別有効エ
リア管理表データよりNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表を再生成する
機能を有する。
【００３２】
　大区分エリア重心ベクトル算出部23は、NxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア
管理表をMxM個の区分エリアからなる大区分エリアに4分割し、それぞれの大区分エリアの
重心とベクトル値を算出する機能を有する。ここで、Mは（N＋1）／2に等しい。
【００３３】
　アクセスポイント別電界強度総和値算出部24は、それぞれの大区分エリア毎に大区分エ
リア内のそれぞれの区分エリアに存する最大電界強度値を加算して電界強度総和値を算出
する機能を有する。評価値算出部25は、それぞれの大区分エリア毎にベクトル値と電界強
度総和値とを掛け合わせて評価値を算出する機能を有する。評価値判定部26は、それぞれ
の大区分エリア毎に算出した評価値が評価値の最大から最小までを所定数の段階に分割さ
れた段階レベルのどの段階レベルに存する否かを判定する。
【００３４】
　表示色決定部27は、それぞれの大区分エリア毎に判定された段階レベルに対応する表示
色を決定する機能を有する。発光表示部28は、それぞれの段階レベルに対応した表示色を
それぞれの大区分エリアに対応した発光素子で表示する機能を有する。また、発光表示部
28は、発光機能を有するフルカラー表示素子を4素子2x2に並べた可視表示部である。この
4つの表示素子の発光色の組合せで、端末10の方向を示唆し、その使用者を誘導する。携
帯電話機やPDAなど、表示画面を有するモバイル端末の場合では、発光ダイオードなどの
専用の表示素子を使わず、そのような表示画面上のバーチャルな表示で、この発光色を表
してもよい。
【００３５】
　次に、継続利用方向誘導時のセンタサーバ側の構成について説明する。センタサーバ40
は、図12に示すように、受送信部42および記憶装置（DB）41の他に、送信要求データ受信
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部47、端末別有効エリア管理表生成部48および端末別有効エリア管理表データ送信部49を
含む。送信要求データ受信部47は、受送信部42で受信したデータを測位結果と電界強度値
および端末別有効エリア管理表データ送信要求に組み立てる機能を有する。
【００３６】
　端末別有効エリア管理表生成部48は、受信した測位データと記憶装置41に記憶されてい
る有効エリア管理表からNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表を生成する
機能を有する。端末別有効エリア管理表の生成に際しては、有効エリア管理表の中心の区
分エリアがモバイル端末10の位置する区分エリアであり、かつ、そのモバイル端末10の現
在向いている方向が有効エリア管理表の下辺から上辺に向かう方向ベクトルと一致するよ
うに生成する。端末別有効エリア管理表データ送信部49は、端末別有効エリア管理表のデ
ータをモバイル端末10に送信する機能を有する。
【００３７】
　次に、本実施例の動作を詳しく説明する。この説明は、一つの特徴であるモバイル端末
を使って電界強度調査を行なう動作と、二つ目の特徴であるこの電界強度調査結果から利
用者が移動すべき方向の指針を発光表示素子で表示する継続利用方向誘導時の動作とに分
けて行なう。さらに、電界強度調査の動作については、図８に示す動作例および図９に示
す動作例により、モバイル端末側およびセンタサーバ側のそれぞれについて説明する。
【００３８】
　先ずは、図８に示す動作例のモバイル端末10側の動作について説明する。モバイル端末
10の電源を入れると、モバイル端末10上の通話機能やインタネット接続機能等の一般サー
ビスとは別に、本機能は動作する。モバイル端末10は、起動後、測位部13にて自端末10の
位置と方向を測位する（S301）。さらに、電界強度測定部14にて電界強度の測定を行ない
（S102）、電界強度判定部15にて所定の設定値と比較する（S103）。アクセスポイント30
からの電界強度値が大きければ（Y）、測定値送信部17は測位結果と電界強度値、および
これまでに蓄えてきた測位結果と電界強度値をセンタサーバに送信する（S104）。送信後
、所定の時間ｔ1の後（S106）、起動後と同様の動作を行なう。この所定の時間は、本実
施例では数分程度でよい。送信するデータは本実施例では、前述した5項目を含む。
【００３９】
　ステップS103において、所定の設定値より電界強度値が高くない場合（N）、蓄積保存
部16は、その測位結果と電界強度値をモバイル端末内に蓄積する（S105）。その後、所定
の時間ｔ1の後（S106）、起動後と同様の動作を行なう。
【００４０】
　次に、センタサーバ40側の動作について図９を参照して説明する。まず、センタサーバ
40を起動させると、受送信部42はモバイル端末10側からデータが到来するのを待つ待機状
態にはいる（S201）。モバイル端末10側からデータが来ると、電界強度管理データ作成部
43は、データ受信時の時刻を計測し（S202）、これらの受信データとデータ受信時の時刻
から電界強度ログ表（図５）を作成する（S203）。次に、有効エリア管理データ作成部44
は、電界強度ログ表のデータより有効エリア管理表（図６および図７）を作成する（S204
）。その後、記憶部45は、電界強度ログ表および有効エリア管理表を記憶装置41に記憶す
る（S205）。
【００４１】
　ところで、有効エリア管理表は、モバイル端末10からの情報を基に地図上の各エリアの
電界強度値の状態を、そのエリアを矩形で区分した区分エリア単位で管理する表である。
また、区分エリアは、本実施例では北を上部にするように区分される。この矩形の区分エ
リアの中に、アクセスポイント30毎の、過去1年間の平均電界強度値、過去1ヶ月の平均電
界強度値、過去１週間の平均電界強度値、本日の平均電界強度値、現在の接続可能レベル
（0～5）を格納する。矩形の大きさは、事業者のサービスに合わせて決定される。事業者
のサービスが広域モバイル通信サービスの場合、20x20m四方ぐらいの矩形で区分し、区分
エリアとする。接続可能レベルは、電界強度値を前述の6段階で表現する。
【００４２】
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　上述の格納すべき情報の１つであるアクセスポイント毎の本日の平均電界強度値を取り
上げ、表示したものを図７に示す。図7上の区分エリアPの場所ではアクセスポイントAP1
の本日の平均電界強度値が3であり、この場所ではアクセスポイントAP1のみがモバイル端
末10と接続可能であることを意味している。区分エリアP以外の場所では、アクセスポイ
ントAP1だけでなく、アクセスポイントAP2およびAP3からの所定の設定値以上の電界強度
値を受けている区分エリアがある。この例では、しかし、区分エリアPでは、アクセスポ
イントAP2およびAP3からの電界強度値は、所定の設定値以下であったので、記録されてい
ない。図7上の区分エリアQの場所では、アクセスポイントAP1の平均電界強度値は5、アク
セスポイントAP2の平均電界強度値は1、アクセスポイントAP3の平均電界強度値は3で受け
られることを示している。現在の接続可能レベル0～5は、区分エリアで記録されているア
クセスポイント30毎の平均電界強度値の最大値のものをピックアップし、あらかじめ設定
しておいた基準値と比べて決定する。過去1年、過去1ヶ月、過去１週間などの所定の期間
の平均電界強度値は、本日の平均電界強度値と同様な方法にて作成される。
【００４３】
　以上に、本実施例の一つ目の特徴である電界強度調査の動作例を説明したが、この動作
例により、モバイル端末10上のGPS等の測位機能および電界強度測定機能を使い、モバイ
ル通信サービス利用者がモバイル端末10の利用中に、そのバックグラウンドでそのモバイ
ル端末10が自動的に位置や方向や電界強度を測定し、その情報データをセンタサーバに送
信しセンタサーバに蓄積し管理する。そこで、モバイル通信サービス利用者が立ち入れる
エリアである限り、私有地であろうが、どこの場所であっても、安価で即時性のある電界
強度調査を実現できる。
【００４４】
　次に、図10を参照して、本実施例の一つ目の特徴である電界強度調査の動作例について
、モバイル端末10側の動作とセンタサーバ40側の動作について説明する。この動作例は、
前述の動作例とほぼ同じであるが、次の点が異なっている。すなわち、ステップS103にお
いて、所定の設定値より電界強度値が高くない場合（N）、その測位結果と電界強度値を
モバイル端末内に蓄積する（S105）。その後、所定の時間ｔ2の後（S107）、電界強度測
定（S108）を行なう。所定の時間ｔ2は、本実施例では、やはり数秒程度でよい。所定の
設定値と比較して（S109）、アクセスポイント30からの電界強度値が大きければ測位（S1
10）を行ない、測位結果と電界強度値、およびこれまでに蓄えてきた測位結果と電界強度
値をセンタサーバに送信する（S106）。送信後、所定の時間ｔ1の後（S106）、起動後と
同様の動作を行なう。もし、所定の設定値より電界強度値が小さければ、何もせずに、所
定の時間ｔ1の経過を待つ（S106）。所定の時間経過の後、起動後と同様の動作を行なう
。以上が前述の動作例と異なる。
【００４５】
　センタサーバ40側の動作は、図９について説明した動作例と同じである。こうすること
により、図10に示す動作例は、図８について前述した動作例に比べて、電界強度値が所定
の設定値より小さい場合、所定の時間ｔ2の後、電界強度の再測定を行なうように構成さ
れているため、電界強度調査の精度を上げることができる。
【００４６】
　次に、継続利用方向誘導時の動作の説明を行なう。図13Aおよび図13Bならびに図14に示
す動作例、ならびに図15Aおよび図15Bに示す動作例について、モバイル端末10側、センタ
サーバ40側の動作をそれぞれ説明する。なお、図13Aおよび図13Bならびに図14は、継続利
用方向誘導時の動作例におけるモバイル端末10側およびセンタサーバ30側のそれぞれの動
作フローを表す。図15Aおよび図15Bは、継続利用方向誘導時の動作例におけるそれぞれの
動作フローを表す。
【００４７】
　先ずは、図13Aおよび図13Bに示す動作例のモバイル端末10側の動作について説明する。
モバイル端末10の電源を入れると、モバイル端末上の一般サービスとは別に本機能は動作
する。そこで、モバイル端末10上で起動開始時かどうかを判定し（S301）、起動開始時で
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あれば、測位部13にて自端末10の位置と方向を測位し（S302）、送信要求データ送信部20
は、この測位データと端末別有効エリア管理表データの送信要求をセンタサーバ40に送信
する（S303）。
【００４８】
　センタサーバ40では、図14に示す通り、この送信要求と測位データを受信した場合（S3
21）、この送信要求と測位データよりNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理
表データ（図16）を生成する（S322）。この生成された端末別有効エリア管理表データを
モバイル端末10に送り返す（S323）。
【００４９】
　端末別有効エリア管理表の生成に際しては、有効エリア管理表の中心の区分エリアがそ
のモバイル端末10の位置する区分エリアであり、かつ、そのモバイル端末10が現在向いて
いる方向が有効エリア管理表の下辺から上辺に向かう方向ベクトルと一致するように生成
する。モバイル端末10より端末別有効エリア管理表データの送信要求がない場合は、所定
の時間ｔ4の待機後（S324）、モバイル端末10より端末別有効エリア管理表データの送信
要求を受信したか否かの判定処理S321に戻る。
【００５０】
　次に、モバイル端末10では、端末別有効エリア管理表データ受信部21にてこの端末別有
効エリア管理表データを受信し（S304）、端末別有効エリア管理表再生成部22は、この端
末別有効エリア管理表データよりNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表（
図16）を再生成する（S305）。この動作例では、Nは9である。次に、大区分エリア重心ベ
クトル算出部23にてNxN個の区分エリアからなる端末別有効エリア管理表をMxM個の区分エ
リアからなる大区分エリアに4分割し、それぞれの大区分エリアの重心とベクトル値を算
出する（S306）（図16および図17）。本動作例では、Mは5である。
【００５１】
　ここで、図16を参照して大区分エリアの重心とベクトル値を算出する例を説明する。先
ず、各区分エリアの最大電界強度値を取り出す。ここで、区分エリアはX軸、Y軸の座標形
式で表現すると、図16の端末別有効エリア管理表は、区分エリア（1,1）から区分エリア
（9,9）の81個の区分エリアで構成される。区分エリア（5,5）は、モバイル端末10が現在
位置する区分エリアであり、図17では黒く塗りつぶした矩形で表されている。大区分エリ
アAは、区分エリア（1,1）から区分エリア（5,5）に囲まれるエリアである。同様に、大
区分エリアBは、区分エリア（1,5）から区分エリア（5,9）に囲まれるエリアであり、大
区分エリアCは、区分エリア（5,1）から区分エリア（9,5）に囲まれるエリアであり、大
区分エリアDは、区分エリア（5,5）から区分エリア（9,9）に囲まれるエリアである。各
大区分エリアは、モバイル端末10が現在位置する区分エリアである区分エリア（5,5）を
有している。
【００５２】
　大区分エリアA内の各区分エリアの最大電界強度値は、区分エリア（1,1）＝1、区分エ
リア（2,1）＝1、区分エリア（3,1）＝3、区分エリア（4,1）＝3、・・・・・・区分エリ
ア（4,4）＝4、区分エリア（5,4）＝5、区分エリア（1,5）＝3、区分エリア（2,5）＝4、
区分エリア（3,5）＝4、区分エリア（4,5）＝5である。そこで、大区分エリアA内の自端
末10が存する区分エリア（5,5）を除く各区分エリアの最大電界強度値の最大値を示した
区分エリアが大区分エリアAの重心となる。この例では、区分エリア（5,4）＝5と区分エ
リア（4,5）＝5が区分エリアAの重心となる。
【００５３】
　次に、ベクトル値を算出する。この例では、自端末10が存する区分エリア（5,5）と重
心である区分エリア（5,4）＝5の両区分エリアの中心間の大きさがベクトル値を示す。同
様に、区分エリア（5,5）ともう一つの重心である区分エリア（4,5）＝5の中心間の大き
さがベクトル値を示す。大区分エリアAには、ベクトル値が２つ存存することになるが、
大きい方の１つを採用する。この場合は、２つとも同じ値なのでどちらか１つを採用する
。同様に、大区分エリアB、大区分エリアC、大区分エリアDについても算出する。
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【００５４】
　次に、電界強度総和値算出部24にて、大区分エリア毎に大区分エリア内のそれぞれの区
分エリアに存する最大電界強度値を加算して電界強度総和値を算出する（S307）（図16）
。図16の大区分エリアAの場合、電界強度総和値＝1+1+3+3+・・・・・+4+5+3+4+4+5+5＝7
7となる。同様に、大区分エリアB、大区分エリアC、大区分エリアDについても算出する。
【００５５】
　さらに、評価値算出部25にてそれぞれの大区分エリア毎にベクトル値と電界強度総和値
とを掛け合わせて、評価値を算出する（S308）。次に、評価値判定部26にて、それぞれの
大区分エリア毎に算出した評価値が、評価値の最大から最小までを所定数の段階に分割さ
れた段階レベルのどの段階レベルにあるかを判定する（S309）。さらに、表示色決定部27
は、それぞれの大区分エリア毎に判定された段階レベルに対応する表示色を決定する（S3
10）。次に、発光表示部28は、それぞれの段階レベルに対応した表示色をそれぞれの大区
分エリアに対応した発光素子で表示する（S311）（図17）。
【００５６】
　また、ステップS301における起動開始時かどうかの判定で、起動開始時でなければ（N
）、所定の時間ｔ3の待機の後、測位部13にて自端末の位置と方向を測位する（S313）。
その後、送信要求データ送信部20にてこの測位データと端末別有効エリア管理表データの
送信要求をセンタサーバ40に送信するステップS303に戻り、以降は、起動時の処理ステッ
プS304からステップS311までと同様の処理を行なう。
【００５７】
　次に、図15Aおよび図15Bに示す動作例についてモバイル端末10側およびセンタサーバ40
側の動作をそれぞれ説明する。先ずは、図15Aおよび図15Bに示す動作例のモバイル端末10
側の動作について説明する。この動作例は、図13Aおよび図13Bに示す動作例に比較して、
モバイル端末10側の動作のうち次の点のみが異なる。すなわち、起動開始時かどうかの判
定（S301）で、起動開始時でなければ（N）、所定の時間ｔ3待機の後、測位部13にて自端
末の位置と方向を測位し（S313）、この測位結果からモバイル端末10の方向が変わったか
を判定する（S314）。変わった場合（Y）は、送信要求データ送信部20にて、この測位デ
ータと端末別有効エリア管理表データの送信要求をセンタサーバ40に送信する処理S303に
戻り、以降は、起動時の処理S304からステップS311までと同様の処理を行なう。
【００５８】
　ステップS314において、モバイル端末10の方向が変わらなかった場合（N）は、自端末1
0の存する区分エリアが変わったかを判定する（S315）。変わった場合（Y）は、送信要求
データ送信部20にて、この測位データと端末別有効エリア管理表データの送信要求をセン
タサーバ40に送信するステップS303に戻り、以降は、起動時の処理S304から～ステップS3
11までと同様の処理を行なう。変わらなかった場合（N）は、起動開始時かどうかの判定
処理S301に戻る。以上が図13Aおよび図15Bついて前述した動作例に比較して異なる部分で
ある。センタサーバ側の動作は、前述の動作例と同じである。
【００５９】
　以上のように、図15Aおよび図15Bの動作例は、前述の動作例に比較して、モバイル端末
10が所定の時間ｔ3待機の後においても、方向や自端末10の存する区分エリアが変わらな
い場合、発光表示部の表示も変化させる必要がない。そのため、送信要求データ送信部20
の処理以降の処理、すなわちモバイル端末10およびセンタサーバ40の処理を省くことがで
きる。また、モバイル端末10とセンタサーバ40との間の通信トラフィックも少なくするこ
とができる。
【００６０】
　図18は、モバイル端末10が自動車に搭載されているカーナビゲーション端末である場合
の実施例を示す。発光表示部のLED表示色は、上述の段階レベルが最大である「緑」から
始まり、「薄緑」、「薄々緑」と薄れ、中間レベルでは、「赤」、その後、「薄赤」、「
薄々赤」と薄れ、最低レベルでは、「消灯」とする7段階で表示される。同図はさらに、
移動中の自動車の発光表示部LEDの表示色の変化状態も示す。進行方向を時計の12時とし
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て、時計回りにLEDの番号を（LED1、LED2、LED3、LED4）と表現した場合、それぞれの場
所での色は、場所1では、（薄緑、薄緑、緑、緑）となり、場所2では、（緑、緑、緑、緑
）となり、場所3では、（緑、消灯、緑、消灯）となる。
【００６１】
　以上のように、図８および図９ならびに図10の電界強度調査の動作例では、GPS等のモ
バイル端末10上の測位機能および電界強度測定機能を使い、モバイル通信サービス利用者
がモバイル端末利用中に、そのバックグラウンドでそのモバイル端末が自動的に自端末10
の位置と方向と電界強度を測定し、その情報データをセンタサーバ40に送信しこれに蓄積
して管理する。そのため、モバイル通信サービス利用者が立ち入れるエリアであれば、私
有地を含めどこの場所であっても、安価に即時性のある電界強度調査を実現できる。また
、モバイル端末10から利用者情報を一切送らないので、利用者の個人情報を保護できる。
さらに、有効エリア管理表データから、年単位、月単位、週単位などの所定の期間の電界
強度の変化を見ることができるため、アクセスポイント30の故障の発見が容易になり、保
守性が向上する。
【００６２】
　本実施例の図13Aないし図15に示す継続利用方向誘導の動作例では、モバイル通信サー
ビス利用者にモバイル通信サービスを連続して提供できるように、このセンタサーバ40に
蓄積した電界強度調査結果を使用して、利用者がどちらの方向に移動すればサービスを受
け続けることができるかを、すなわち移動すべき方向の指針をモバイル端末10の発光機能
を使って利用者に示唆することができる。これにより、利用者はその示唆された方向に進
めば通話を継続して行なうことが可能となり、通話中断などを回避できる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明による電界強度調査システムの実施例の構成を示す構成図である。
【図２】図１に示すモバイル端末の構成を示す構成ブロック図である。
【図３】同実施例におけるモバイル端末の電界強度調査時に使用される機能構成を示す構
成ブロック図である。
【図４】同実施例によるセンタサーバの電界強度調査時に使用される機能構成を示す構成
ブロック図である。
【図５】同実施例によるセンタサーバ上にある電界強度ログ表を例示する図である。
【図６】同実施例によるセンタサーバ上にある有効エリア管理表の概念を示す図である。
【図７】同実施例における有効エリア管理表の概念を説明するための図である。
【図８】同実施例における電界強度調査時の動作例でモバイル端末の電界強度調査動作フ
ローを示すフロー図である。
【図９】同実施例における電界強度調査時の動作例でセンタサーバの電界強度調査動作フ
ローを示すフロー図である。
【図１０】同実施例における電界強度調査時の動作例でモバイル端末の電界強度調査動作
フローを示すフロー図である。
【図１１】同実施例における本発明によるモバイル端末の継続利用誘導時の構成ブロック
図である。
【図１２】同実施例におけるセンタサーバの継続利用誘導時に使用する機能構成を示すブ
ロック図である。
【図１３Ａ】同実施例における継続利用誘導時の動作例におけるモバイル端末の継続利用
誘導動作フローを示すフロー図である。
【図１３Ｂ】同実施例における継続利用誘導時の動作例におけるモバイル端末の継続利用
誘導動作フローを示すフロー図である。
【図１４】同実施例による継続利用誘導時の動作例におけるセンタサーバの継続利用誘導
動作フローを示すフロー図である。
【図１５Ａ】同実施例による継続利用誘導時の動作例におけるモバイル端末の継続利用誘
導動作フローを示すフロー図である。
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【図１５Ｂ】同実施例による継続利用誘導時の動作例におけるモバイル端末の継続利用誘
導動作フローを示すフロー図である。
【図１６】同実施例によるモバイル端末継続利用誘導時の端末別有効エリア管理表を例示
する説明図である。
【図１７】同実施例によるモバイル端末継続利用誘導時の表示素子の表示例を示す説明図
である。
【図１８】実施例の電界強度調査システムを自動車搭載のカーナビゲーション端末に適用
した場合の表示素子の表示例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００６４】
　10　モバイル端末
　12　受発信部
　13　測位部
　14　電界強度測定部
　15　電界強度判定部
　16　蓄積保存部
　17　測定値送信部
　20　送信要求データ送信部
　21　端末別有効エリア管理表データ受信部
　22　端末別有効エリア管理表再生成部
　23　大区分エリア重心ベクトル算出部
　24　アクセスポイント別電界強度総和算出部
　25　評価値算出部
　26　評価値判定部
　27　表示色決定部
　28　発光表示部
　29　発光素子
　30　アクセスポイント（AP）
　40　センタサーバ
　41　記憶装置（DB）
　42　受送信部
　43　電界強度管理データ作成部
　44　有効エリア管理データ作成部
　45　記憶部
　47　送信要求データ受信部
　48　端末別有効エリア管理表生成部
　49　端末別有効エリア管理表データ送信部
　50　ネットワーク
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